
～ご遺族様へ手続きのご案内～

石巻市
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住民登録に関する手続き



健康保険に関する手続き



健康保険に関する手続き
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健康保険に関する手続き



年金に関する手続き
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年金に関する手続き



税金に関する手続き
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税金に関する手続き



税金に関する手続き



介護保険に関する手続き



福祉（障がい）に関する手続き



福祉（障がい）に関する手続き



福祉（障がい）に関する手続き



福祉（障がい）に関する手続き
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福祉（障がい）に関する手続き



子どもに関する手続き
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子どもに関する手続き
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子どもに関する手続き



子どもに関する手続き



子どもに関する手続き
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学校に関する手続き
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上下水道に関する手続き
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その他の手続き



その他の手続き



その他の手続き



その他の手続き
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その他の手続き



市役所以外での主な手続き一覧
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市役所以外での主な手続き一覧
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市役所以外での主な手続き一覧



…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者※兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

※配偶者は必ず相続人となる

※1父母が存命でない場合は、祖父母が父母と同様に継承順位第二位となる

※1 ※1 ※1 ※1

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （3 親等内の親族）



故人の財産について



法定相続情報証明制度
あな

たの手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

仙台法務局石巻支局 ☎0225-22-6188（自動音声案内）

その他の各種手続き / 法定相続情報証明制度について



◯◯のため

見 本

印



令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます

不動産に関するルールが
大きく変わりました

●早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。

●相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。

●法改正以前に所有している相続登記・住所などの
　変更登記が済んでいない不動産についても、登記が義務化されます。

●問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたし
　ます。
　相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から

3年以内に申請しなければなりません。

正当な理由がなく義務に反した場合、

10万円以下の過料の対象となります。

所有者不明土地の解消に向けて



ス
テ
ッ
プ
①

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

ス
テ
ッ
プ
②

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

ス
テ
ッ
プ
③

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

ス
テ
ッ
プ
④

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

ス
テ
ッ
プ
⑤

　登記完了

法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

memo

その他の各種手続き / 相続登記の申請の流れ



その他の各種手続き / 戸籍の謄本・抄本について



その他の各種手続き / 戸籍の謄本・抄本について



市役所フロア案内



市役所フロア案内



発 行 石巻市役所
編 集 ／ 制 作　　株式会社鎌倉新書
発 　 行 　 年　　2024年7月作成

※このおくやみハンドブックは、2024 年の 3月時点の情報で発行しております。

　内容につきましては、今後変更となる場合がございますのでご了承ください。

石巻市公式 LINE アカウント

市政の役立つ情報をお届けします。

表紙の花は、市の花つつじです。




